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1．EU CBAMの動向



➢ EUは、域外国からの高カーボンリーケージ製品の輸入について、製品当たり炭素排出量（体化排出量）に基づいて輸入
課金を行う炭素国境調整措置（CBAM）の導入を決定。

➢ 2023年10月1日から、体化排出量や原産国で支払われた炭素価格等の情報を報告する義務が開始されている。実際の課
金は、EU ETSにおける無償割当廃止のスピードに合わせて、2026年から2034年にかけて段階的に導入されていく。

EU CBAMの概要
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【EU】EU CBAMの動向 (1/4)

＜EU CBAMの仕組み＞ ＜EU CBAMの要点＞

項目 内容

対象セ
クター

アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼、電力
※上記各セクターにおける、CBAM規則で定める特性の製品のみが対象

対象排
出量

体化排出量（embedded emissions）：

EU域外から域内に輸入された対象製品の生産に伴う温室効果ガス
排出量

規制対
象者

対象製品をEU域外から輸入する域内の事業者

課金額
[輸入製品の体化排出量] × [EU ETSの排出枠価格に基づき設定さ
れる課金単価]

※対象製品について域外で炭素価格を支払っている場合、その費用を控除可

出典：経済産業省、「炭素国境調整措置」、2025年3月31日
環境省 脱炭素ポータル、「炭素国境調整措置（CBAM）から読み解くカーボンプライシング」、2023年12月26日
JETRO、「EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）解説（基礎編）」、2024年5月

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/cbam/cbam.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/feature-02.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/b56f3df1fcebeecd/20230036_02.pdf


欧州委員会

• 2025年2月、「政策目標を損なうことなく行政負担を軽減する」という目的のため、CBAMの簡素化・実効性強化を行う
CBAM規則の改正法案を提出。

EU CBAM規則簡素化法案の審議状況
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【EU】EU CBAMの動向 (2/4)

出典：European Parliament、”Carbon Border Adjustment Mechanism: simplification and strengthening”、n.d.
European Parliament、”Parliament supports proposals to simplify EU carbon leakage instrument”、2025年5月22日
Council of the EU、”Simplifying EU’s carbon border adjustment mechanism: Council agrees negotiating position”、2025年5月27日

• 欧州議会とEU理事会の間での交渉・政治的合意、最終法案の欧州議会・EU理事会各々による正式承認を経て、法案が
成立する見通し。

• 2025年中の法案成立・施行が目指されている。

欧州議会における審議

• 5月13日までに、環境・気候・食品安全委員会（ENVI
）等の関係各委員会にて、改正法案を審議・承認。

• 5月22日、議会本会議でも改正法案を承認。法案の最
終化に向けたEU理事会との交渉マンデートを決定。

EU理事会における審議

• 5月27日、改正法案に関する欧州議会との交渉に向けた
自らの立場（negotiating position）を採択。法案の一
部修正案も含んでいるものの、基本的には改正法案を支
持。

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/en/procedure-file?reference=2025/0039(COD)
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250515IPR28461/parliament-supports-proposals-to-simplify-eu-carbon-leakage-instrument
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/05/27/simplifying-eu-s-carbon-border-adjustment-mechanism-council-agrees-negotiating-position/


➢ 2025年5月に選出されたメルツ首相率いるドイツ新政権は、CBAMやその簡素化提案に概して賛成の立場。政権の連立
協定では、CBAMに関して以下の記載がある。

✓ CBAMの簡素化を目的とした欧州委員会のオムニバス提案を積極的に支持する。ただし、CBAM対象製品の輸出に対する補填措置を
求める。CBAMによるカーボンリーケージ防止が実現しない場合は、ETS排出枠の無償割当による輸出産業の競争力確保を目指す。

✓ WTO制度の維持を支持するが、公正な国際競争の場（level playing field）の実現のため、産業補助金に関するルールの改革も必要。

➢ また、ドイツの主な業界団体も同様の意見を表明。これらの意見が新政権の立場にも反映されているとみられる。

EU CBAMに関するドイツ新政権等の見解
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【EU】EU CBAMの動向 (3/4)

出典：ドイツキリスト教民主同盟、「連立協定」、2025年4月11日
BDI・DIHK、「CBAMの実施」、2024年5月
VCI、「官僚主義の削減に向けた10の要求」、2025年5月15日；「ドイツの持続可能性戦略2024に関するVCIの声明」、2024年7月
VDMA、”CBAM must be significantly simplified”、2025年5月22日；“Carbon Border Adjustment Mechanism”、2024年12月

業界団体名
各テーマに関する意見

CABMの簡素化 輸出に対する補償／促進策

BDI（ドイツ産業連盟）・
DIHK（ドイツ商工会議所）

• 特に中小企業にとって、申告負担の軽減は重要
• デフォルト値の使用は、サプライヤーとの紛争の回避に役立つ

• CBAMによる輸出価格上昇を相殺する方策が必要。CBAM製品の
輸出であっても、無償割当の廃止はEU企業の競争力を脅かす

VCI（ドイツ化学工業協
会）

• ドイツ政府は、CBAM簡素化が実施されるよう欧州レベルで取
り組むべき。簡素化はCBAMの根本的な問題の解決にはならな
いが、少なくとも負担軽減に役立つ

• CBAM適用範囲の拡大は、既存の問題の解決後に行われるべき

• CBAM対象製品に対するカーボンリーケージ対策が欠如してい
る

VDMA（ドイツ機械工業連
盟）

• 現在のCBAMの設計は、機械工業企業、特に中小企業に過度の
コストと複雑さを課している

• 欧州議会がCBAMの簡素化を迅速に進めるのは良いことだ。
CBAMが機械工業の他製品を含むように拡張された場合、中小
企業が除外されるように、閾値は更なる引き上げが必要

• CBAMは、EU域内の機械工業企業が利用する原材料の価格も上
昇させる。我々の産業の80％は輸出向けであり、これは競争力
の低下を意味する

• 簡素化が実現しても、CBAMは欧州の機械産業セクターの輸出
志向型企業にとって負担となる

https://www.cdu.de/app/uploads/2025/04/Koalitionsvertrag-2025-1.pdf
https://www.ihk.de/blueprint/servlet/resource/blob/6215254/25685a890e082e6bc42f965df1e975c5/bdi-dihk-implementierung-co2-grenzausgleich-data.pdf
https://www.vci.de/themen/nachhaltigkeit/sustainable-development-goals/deutsche-nachhaltigkeitsstrategie-dns-weiterentwicklung-2024.jsp
https://www.vdma.org/en-GB/viewer/-/v2article/render/144977473
https://www.vdma.org/documents/34570/51408454/CBAM.pdf/b693cb6d-f975-73e5-78f7-7fe8302b0515?t=1734342101848


➢ 2025年5月、ロシアはEU CBAM、及びEU ETSの下で提供されているとされる「輸出補助金」について、WTO協定違
反として紛争協議を要請。これに対してEUは、ロシアのウクライナ侵略に伴う国際法違反等を理由として、協議を拒否。

➢ 協議による解決に至らなかったため、ロシアはWTOのパネル（小委員会）による裁定を要求することができる。

➢ ロシア経済開発省によると、協議要請の背景には、EU以外の国で類似規制が採用されることを防ぐ狙いがある。

EU CBAMに対するロシアのWTO紛争協議要請
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【EU】EU CBAMの動向 (4/4)

出典：WTO、”Russia initiates WTO dispute regarding EU’s carbon border adjustment and emissions trading”、2025年5月19日
WTO、”EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES – CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM: REQUEST FOR CONSULTATIONS BY THE RUSSIAN FEDERATION”、2025年5月19日
WTO、”EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES – CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM: COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN UNION”、2025年5月26日
Interfax、”Russia‘s WTO case against EU over carbon border mechanism will limit similar measures in other countries - Economic Development Ministry”、2025年5月20日

EU CBAMに対する反対主張

• 輸入事業者が対象製品を輸入するための下記要件は、取引コストを大幅に
増加させ、重大な貿易障壁を形成している
✓ 対象製品別の当年と翌年におけるEUへの輸入推定金額・数量に関する

膨大なデータと資料の提供
✓ 輸入事業者としての義務を履行するための財務・業務遂行能力の証明
✓ 原産国で支払った炭素価格の証明

• 第三国の生産者は、自国内に排出量の算定や削減に係る類似の規制が存在
しない場合でも、EUの規定に従って排出量を算定・報告する必要があり、
そのデータは認定検証機関による検証を受ける必要がある。これらのこと
から、第三国の生産者が製品をEUに輸出する権利が制限される

EU ETSの無償枠に対する反対主張

• EUがカーボンリーケージ対策として各セクター/サブセクターに排出枠を
100%無償で割り当てるかどうかの判断は、当該セクター/サブセクター
の輸出総額の大きさに依存している

• また、100%の無償割当を得ることには、相当の経済的価値がある

• 輸出総額の大きさに基づく無償割当対象セクター/サブセクターの決定は、
WTOの「補助金及び相殺措置に関する協定（SCM協定）」の第1.1条「補
助金の定義」(a)政府による資金面の貢献、及び(b)利益の享受 に該当する
「補助金」と見なされ、同協定の第3.1条で挙げられている「禁止される補
助金」のうち、(a)輸出が行われることに基づいた補助金 に該当する

https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/ds639rfc_19may25_e.htm
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/G/L/1573.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/639-2.pdf&Open=True
https://interfax.com/newsroom/top-stories/111531/
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2．UK CBAMの動向



➢ 2025年4月24日、英国政府はUK CBAMに関する最新のファクトシートを公表。その概要は以下のとおり。

➢ 併せてCBAM法の草案も公表され、草案に対する意見を2025年7月3日まで募集している。

UK CBAMの概要（2025年4月公表の制度概要）
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【英国】UK CBAMの動向 (1/3)

項目 内容

導入時期 2027年1月1日

対象セクター

アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄鋼

※電力が対象外であることを除いて、具体的な製品レベルで見ても対象はEU CBAMと同一（2025年4月時点）。

※2023年の当初案で挙げられていたガラス及びセラミックは、少なくとも2027年の運用開始時点では対象外とされた。対象セク
ター・製品は、2027年以降も都度見直される。

課金額の基本的な計
算方法

(輸入製品の体化排出量 × 英国の実効炭素価格) – (輸入製品の体化排出量 × 控除可能な他国での実効炭素価格)

※全セクター・製品において、体化排出量には直接排出量と間接排出量の両方を含める。

※控除可能な実効炭素価格：税または排出量取引の形で、排出量に対して設定された価格。

免除措置 CBAM対象製品の年間合計輸入額が￡50,000未満の輸入事業者

排出量取引制度
（UK ETS）との関係

CBAM対象セクターへのUK ETS排出枠の無償割当量については、2025年末までに見直しがなされ、CBAMの運用が
始まる2027年から適用される。この無償割当量を踏まえてCBAMレート（英国の実効炭素価格）が決定される。

出典：GOV.UK、”Factsheet: Carbon border adjustment mechanism”、2025年4月24日

https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/factsheet-carbon-border-adjustment-mechanism


➢ 2027年からの運用開始に向けて、関連法令の準備が進められている。

➢ CBAM制度の詳細については、現時点で明らかにされていない事項も多く、2026年になるとみられる委任法草案の公表
を待つ必要がある。

UK CBAMの導入に向けた検討状況
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【英国】UK CBAMの動向 (2/3)

◆CBAMの設計
案に関する意
見を募集

2024年3～6月

◆英国政府が
CBAM導入方
針を発表

2023年12月 2024年10月 2027年1月

◆意見に対する
政府回答を公
表

◆CBAM運用開
始（予定）

2025年4～7月

◆CBAM導入に
係る一次法(*) 
の草案公表、
意見を募集

2025年後半

◆一次法案の議
会への提出

時期未公表

◆一次法の成立

◆一次法に基づ
き詳細規定を
定める委任法
(*) について、
草案の公表・
意見募集、法
案の議会提出
～成立

* CBAMの導入に向けては、制度概要を定める一次法（primary legislation）のほか、一次法の委任
により制度の詳細を定める二次法・三次法（secondary and tertiary legislation）が制定される予定。

現在の状況

出典：GOV.UK、”Carbon border adjustment mechanism (CBAM): Policy update”、2025年4月24日
GOV.UK、”Consultation on the introduction of a UK carbon border adjustment mechanism”、2025年10月30日

https://www.gov.uk/government/consultations/draft-legislation-carbon-border-adjustment-mechanism/carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-policy-update
https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-introduction-of-a-uk-carbon-border-adjustment-mechanism


➢ 2025年5月19日、英国とEUは、英国のEU離脱後初となる首脳会議を実施。会議後の共同宣言において、UK ETSとEU 
ETSをリンクさせる計画が発表された。これにより、UK CBAMとEU CBAMの適用を相互に免除することが目指され
ている。

➢ ただし、正式な合意やリンクに向けたスケジュールの決定には至っていない。報道によると、リンクの実施は最短でも
2028年と見込まれている。

UK CBAMとEU CBAMの相互適用免除に向けた動向
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【英国】UK CBAMの動向 (3/3)

共同宣言における関連発表

✓ 英国と欧州委員会は、UK ETSとEU ETSのリンクに向けて努力すべきである。

✓ UK ETSとEU ETSをリンクさせるための合意は、UK CBAMとEU CBAMの適用を相互に免除するための状況を生み出
すべきである。

✓ ETSリンクの合意に含まれるべきセクターとして特に、電力・熱、工業、国内・国際海運、国内・国際空運がある。

✓ UK ETSにおけるキャップと排出削減経路は、EU ETSにおけるそれと少なくとも同程度に野心的であるべきである。

出典：GOV.UK、”UK-EU Summit - Common Understanding (HTML)”、2025年5月19日
GOV.UK、”UK-EU Summit - Explainer (HTML)”、2025年5月19日
CemNet、”UK-EU summit signals ETS alignment intent, but no convergence yet”、2025年5月20日

https://www.gov.uk/government/publications/ukeu-summit-key-documentation/uk-eu-summit-common-understanding-html
https://www.gov.uk/government/publications/ukeu-summit-key-documentation/uk-eu-summit-explainer-html
https://www.cemnet.com/News/story/179202/uk-eu-summit-signals-ets-alignment-intent-but-no-convergence-yet.html
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3．主要6か国のEU CBAMに対する見解、
自国におけるカーボンリーケージ対策の動向



➢ インドや米国は、EU CBAMを不公正な貿易措置であると批判。タイ、台湾、韓国は、強いトーンではないながらも
WTOにおいて懸念を表明。他方でカナダは、EU CBAMの導入を貿易機会として捉えている。

各国政府の立場及び見解表明状況
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主要6か国のEU CBAMに対する見解

出典：WTO 、“Trade Concerns Database: European Union – Carbon Border Adjustment Mechanism (ID 148)”、n.d.
BASICS、COP28 / COP29に向けた声明、2023年11月29日 / 2024年11月5日
BRICS、”Johannesburg II Declaration”, “Kazan Declaration”, “Chair’s Statement of the Meeting of Ministers of Foreign Affairs/International Relations”、2023年8月23日 / 2024年10月23日 / 2025年4月29日

国 概要 WTO等の多国間会議における見解表明

米国 懸念から批判
に変化

2025年3月までは世界における貿易障壁の一つの位置づけであり懸
念程度であったが、4月に世界の10の不公正貿易慣行の一つとして
米国通商代表部（USTR）が名指しでEU CBAMを批判

✓懸念 (WTO CTG理事会 G/C/M/143, 2022年)

カナダ 機会と認識 自国が高水準の炭素価格を設定していることから、EU CBAMによ
り貿易機会が生じる等の見解を表明

✓中立 (WTO CTG理事会 G/C/M/142, 2022年)

インド 一貫して批判 2023年11月のCOP28での共同声明以降、EU CBAMを継続して批判

（CBAMは開発途上国に負担を強いる一方的かつ差別的な貿易措置であり、WTOの無差別
原則や、気候変動枠組条約の「共通だが差異ある責任（CBDR）」の理念に反すると強く
批判）

✓批判
(COP28 (2023年)、COP29 (2024年))
(BRICS2023、2024年首脳会議、2025年外相会合)
(WTO CTG理事会 G/C/M/150, 2024年)

タイ 懸念 WTOで懸念表明（過度の報告負担、企業秘密漏洩リスク、EU認定検証機関の利用コ

スト、輸出国における炭素税以外の排出削減政策が評価されないこと等）

✓懸念 (WTO CTG理事会 G/C/M/149, 2024年)

✓批判 (BRICS 2025年外相会合) ※ただしタイは、発

言権はあるが決定権はないパートナー国としての立場

台湾 懸念 WTOで懸念表明（潜在的な差別的取扱い、過度の報告負担、企業秘密漏洩リスク、

懲罰的罰金、EU認定検証機関の不足等）

✓懸念 (WTO CTG理事会 G/C/M/150, 2024年)

韓国 懸念 WTOで懸念表明（潜在的な差別的取扱い、中小企業への配慮不足等） ✓懸念 (WTO CTG理事会 G/C/M/150, 2024年)

https://tradeconcerns.wto.org/en/stcs/details?imsId=148&domainId=CTG
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP28_BASIC-Agenda%20proposal.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Submission%20by%20CHINA%20on%20behalf%20of%20the%20BASIC%20Group.pdf
https://www.gov.za/sites/default/files/speech_docs/Jhb%20II%20Declaration%2024%20August%202023.pdf
https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/38450/Kazan_Declaration__Strengthening_Multilateralism_For_Just_Global__Development_And_Security
https://brics.br/en/documents/2025-04-29_brics-mfa-chairs-statement.pdf/@@download/file


➢ EU CBAMへの対応状況は各国で大きく異なるが、炭素税等の導入・整備による適用除外・控除を目指す動きが多い。

➢ 他方、EU CBAM対応とは別に、自国版CBAMの導入を目指す動きも広がっている。米国の事例を筆頭に、輸入製品に
対する自国産業の保護を主目的として掲げている場合が多い。

主要6か国における対応・対策動向：概要
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主要6か国のEU CBAM対応・自国におけるカーボンリーケージ対策

出典：次ページ以降に記載

国 EU CBAMへの対応状況 自国におけるカーボンリーケージ対策状況

米国 • ＜特段の情報なし＞ • 自国CBAMの導入を検討
（上下院で多数のCBAM関連法案が提出されている）

カナダ • 各州のカーボンプライシング制度の調和を図りつつ炭素価格
を引き上げることで、EU CBAMの適用除外を狙う

• 自国CBAMの導入を検討
（カーニー現政権及びトルドー前政権）

インド • WTO等の場で批判を展開する一方、EUとのFTA交渉において、
EU CBAMのインドへの適用について直接交渉

• 独自のカーボンプライシング制度（CCTS）導入によるEU 
CBAMからの控除を狙う

＜特段の情報なし＞

タイ • EU CBAMからの控除を狙って、ETS及び炭素税の導入を検討
中／一部実施済

• 自国CBAMの導入を検討
（気候変動法案の中でCBAMの大枠を規定）

台湾 • 炭素税（2025年導入）及びETS（2028年までに導入予定）に
よるEU CBAMからの控除を狙う

• 自国CBAMの導入を検討
（詳細未公表だが、最短で2025年中の試行開始を表明）

韓国 • EU CBAM対応に係る国内企業への支援を幅広く実施 • 韓国ETS内でリーケージ対策（排出枠の無償割当）を実施
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3-1．米国の動向



➢ USTRは2022年からEU CBAMを貿易障壁のひとつとして継続的にリストアップしてきた。2025年4月のXへの投稿で
は、アメリカ輸出業者が直面する10の不公正貿易慣行のひとつとしてEU CBAMを初めて名指しで批判した。

➢ トランプ大統領就任以降において、USTR以外の政府機関からの見解は表明されていない。

CBAMに対する米国政府の見解
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【米国】EU CBAMへの対応状況

出典：USTR、 “2025 National Trade Estimate Report on FOREIGN TRADE BARRIERS of the President of the United States on the Trade Agreements Program”、2025年3月
United States Trade Representative（X公式アカウント）、2025年4月8日

発言者 時期 内容

米国通商代表部
（USTR）

2022年～2025年
毎年発行している”FOREIGN TRADE BARRIERS”の中で2022年から４年連続でEU CBAMを貿
易障壁のひとつとして継続的にリストアップしている。

米国通商代表部
（USTR）

2025年4月8日

4月8日のXへの投稿にてアメリカ輸出業者が直面する10の不公正貿易慣行のひとつとしてEU 
CBAMを批判した。投稿内容は以下の通り。
「EU CBAMはコストのかかる検証措置を課しており、EU市場における米国の輸出業者が高排出
量の競争相手、すなわち中国に対する優位性を低下させる可能性がある。これらのEU規制は、
公正な競争を損ない、米国企業に不利益をもたらす一方で、EUを拠点とする競合他社に利益を
もたらす。EU CBAMは米国の年間輸出額47億ドルに影響を与えると推定される。」

https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf
https://x.com/USTradeRep/status/1909326878726365215


➢ 第118回議会（2023～2024年）で成立に至らず廃案となった「外国汚染税法」案の最新版が2025年4月に第119回議
会へ提出された。

➢ 最新版は提案者自身が実施したパブリックコメントの内容を反映させ、廃案となった前議会での法案と比較して対象製
品の縮小、段階的な税率の適用条件の明確化が行われた。

外国汚染税法案の再提出
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【米国】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (1/4) 

出典：Congress.gov、“S.1325 – Foreign Pollution Fee Act of 2025”、2025年4月8日
Bill Cassidy、“Frequently Asked Questions: Foreign Pollution Fee Act of 2025”、2025年4月

法案名 「外国汚染税法」（Foreign Pollution Fee Act、S.1325） 対象製品
多排出セクター（鉄鋼、アルミニウム、セメント、ガラス、肥料、
水素、太陽光電池、一部のバッテリー材料）

提案日 2025年4月8日 対象者
対象製品の輸入事業者*
*あくまでも米国への輸入事業者が対象であり、米国内の製造業者への課
税（国内炭素税の導入）は同法案で明確に否定されている

提案者
ビル・キャシディ上院議員（共和党・ルイジアナ州）
共同提案者：リンゼイ・グラハム上院議員（共和党・サウスカロ
ライナ州）

関税

基準税率（15％）＋輸入品と同等の米国製品との汚染強度の差に
応じた変動税率*
*汚染強度は排出原単位を指標とし、第1段階（緩やかな汚染、税率10～
20％）、第2段階（高い汚染、税率20～200％）、第3段階（最悪の汚染、
税率最高210％）に分類される。対象製品が中国などの「非市場経済国」
から輸入された場合、または「懸念される外国企業」によって製造され
た場合、変動税率を2倍または4倍に引き上げる

目的

中国やロシアによる環境への影響を軽視した不公正な貿易慣行に
対抗し、米国の製造業者が公平な条件のもと国際競争力を維持す
ることにより、米国製造業の活性化、雇用の獲得、国内のサプラ
イチェーン強化に繋げる

最新状況 財政委員会へ付託（2025年4月30日時点） 減免措置

輸入品が国防目的である場合や、輸入品の原産国が国際パート
ナーシップ*に加盟している場合は特定の条件下で減免
*米国と外国の二国間、または多国間協定で、米国通商代表部（USTR）に
よる交渉、議会の審議により締結される

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/1325/all-actions?s=2&r=5
https://www.cassidy.senate.gov/wp-content/uploads/2025/04/Foreign_Pollution_Fee_FAQs_2025.pdf


➢ スコット・ベッセント財務長官は、１月16日に行われた同氏の財務長官への指名公聴会の中で、外国汚染税法の提案者
であるビル・キャシディ議員からの「外国汚染税法についてコメントはあるか？」との質問に対し、「炭素関税は関税
プログラム全体の一部となり得る非常に興味深いアイデアだ」「トランプ大統領はまだ就任していないが、議会で承認
されれば、炭素に特に焦点を絞ったものも含め不公正貿易や不公正金融慣行に照準を合わせた様々な戦略について彼と
協力することを楽しみにしている」と発言。

トランプ政権における外国汚染税法案の位置付け
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【米国】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (2/4)

出典：Committee on Finance、“Hearing to Consider the Anticipated Nomination of Scott Bessent, of South Carolina, to be Secretary of the Treasury”、2025年1月16日

https://www.finance.senate.gov/hearings/hearing-to-consider-the-anticipated-nomination-of-scott-bessent-of-south-carolina-to-be-secretary-of-the-treasury


➢ 本法案の提案議員の他に賛同している議員はなし（2025年4月30日時点）。他方、2023年にクリーン競争法案を提案
した民主党議員からは国内炭素税を導入しない場合WTOルール違反との指摘がある。

➢ 外国汚染税法案の対象製品を製造している米国内業界団体は概ね賛成している一方、同法案が米国内の製造業者に対す
る課税を一律免除している点について、環境保護団体から懸念の声が挙がっている。

外国汚染税法案に対する意見
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【米国】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (3/4)

鉄鋼製造業者協会
外国の汚染への課税は、私たちの環境上の優位性を収益化し、競争
の場を平準化するのに役立つ

賛成

環境
保護
団体

対象
業界
団体

シエラクラブ

米国の製造業者は汚染強度に関わらず課税を一律で免除されるため
、米国内の汚染強度が高い製造業者による低炭素技術への投資を妨
げる恐れあり

懸念

米国太陽エネルギー製造業者協会（SEMA連合）
米国のソーラーメーカーが公平な競争の場で競争し、中国を凌駕す
るためには、外国汚染税法などの革新的な国境措置が必要

賛成

超低炭素ソーラーアライアンス
米国の製造業者が中国の過剰な補助金と不当廉売に直面し、重要な
エネルギー供給チェーンを取り戻すことができる

賛成

ポートランドセメント協会
外国汚染税法は、米国の製造業者の炭素の利点を強調し、より炭素
集約的な外国輸入に対して競争の場を平準化する

賛成

出典：Bill Cassidy、“Cassidy, Graham Introduce Latest Version of Trade Manufacturing Policy to Hold China Accountable”、2025年4月8日
Sierra Club、“Foreign Pollution Fee Act Sends Mixed Signals to U.S. Manufacturers”、2025年4月9日
Inside Washington Publishers、“Cassidy, Graham introduce revised ‘Foreign Pollution Fee Act’”、2025年4月9日

議会
（共和党）

ビル・キャシディ上院議員（提案者）
リンゼイ・グラハム上院議員（共同提案者）

賛成 シェルドン・ホワイトハウス上院議員

超党派での立法に向けたきっかけになると評価しているものの、国
内炭素税導入なしではWTOルールに違反すると指摘

懸念
議会

（民主党）

https://www.cassidy.senate.gov/newsroom/press-releases/cassidy-graham-introduce-latest-version-of-trade-manufacturing-policy-to-hold-china-accountable/
https://www.sierraclub.org/press-releases/2025/04/foreign-pollution-fee-act-sends-mixed-signals-us-manufacturers
https://insidetrade.com/daily-news/cassidy-graham-introduce-revised-foreign-pollution-fee-act%E2%80%8B


➢ 第118回議会（2023～2024年）の期間中にカーボンリーケージ対策に関連する5つの法案が上下院で提出されたが、い
ずれも議会の期間満了時までに成立まで至らず廃案となった。

➢ 廃案となった背景には、政権交代の他に、体化排出量の算定のみを求めるProve it Actであっても最終的には米国内で
の炭素税導入につながることを懸念しての反対が根強かったことが挙げられる。

（参考）前議会で提出されたが廃案になった法案
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【米国】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (4/4)

出典：Congress.gov、“S.1863 - PROVE IT Act of 2024”、2023年6月7日
Congress.gov、 “H.R.8957 - PROVE IT Act of 2024”、2024年7月9日
Congress.gov、 “S.3198 - Foreign Pollution Fee Act of 2023”、2023年11月2日
Congress.gov、 “H.R.5744 - Energy Innovation and Carbon Dividend Act of 2023”、2023年9月27日

  Congress.gov、 “S.3422 - Clean Competition Act”、2023年9月27日
E&E News、 “What’s next for the committee-passed carbon tariff bill?”、2024年1月19日

法案名称 提出時期 提案者

法案の概要

ステータス体化排出量
の算定

輸入品への
炭素課税

炭素税導入

「信頼性、客観性、検証可能な排出強度お
よび透明性の提供法」（Prove it Act, 
S.1863）

2023年6月
クリストファー・クーンズ上院議員
（民主党、デラウェア州）

〇 × ×
上院会議に上
程

同上法案の下院版
（Prove it Act, H.R.8957）

2024年7月
ジョン・カーティス下院議員
（共和党、ユタ州）

〇 × ×
貿易小委員会
へ付託

「外国汚染税法」
（Foreign Pollution Fee Act, S.3198）

2023年11月
ビル・キャシディ上院議員
（共和党、ルイジアナ州）

〇 〇 ×
財政委員会へ
付託

「エネルギー・イノベーション・炭素配当
法」（Energy Innovation and Carbon 
Dividend Act, H.R.5744）

2023年9月
サルード・カルバハル下院議員
（民主党、カリフォルニア州）

〇 〇 〇
貿易小委員会
へ付託

「クリーン競争法」
(Clean Competition Act, S.3422)

2023年12月
シェルドン・ホワイトハウス上院議
員（民主党、ロードアイランド州）

〇 〇 〇
財政委員会へ
付託

https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/1863/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8957/all-actions?s=6&r=10&q=%7B%22search%22%3A%22Prove+it+Act%22%7D
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3198/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/5744/text
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/senate-bill/3422/text
https://www.eenews.net/articles/whats-next-for-the-committee-passed-carbon-tariff-bill/
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3-2．カナダの動向
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【カナダ】EU CBAMへの対応状況 (1/3)

出典：Government of Canada、“Carbon pricing as an asset for Canadian exports to Europe”、2024年6月12日
Export Development Canada、“Exploring the EU’s carbon border adjustment policy”、2023年6月
The United Steelworkers、“Submission to the Department of Finance on Border Carbon Adjustments”、2022年1月31日
JETRO、「EUのCBAMは、輸出機会をもたらすか（カナダ）」、2023年11月

CBAMに対するカナダ政府・業界等関係者の見解

発言者 時期 内容

Stéphane Dion
駐EUカナダ特使

2024年6月13日

• カナダのカーボンプライシング制度は、ヨーロッパへの輸出ツールである。
• カナダは厳格なカーボンプライシング制度を導入しており、2030年までにCO2排出量1トン

あたり170ドルとする予定である。そのため、EU CBAMの費用を支払う必要がない可能性が
ある。この場合、支払われる炭素価格はカナダ経済に還元できる。

カナダ輸出開発公
社（EDC）

2023年6月

• 世界中の炭素価格設定国からの輸出が増加、未設定国からの輸出が減少する。
• カナダは、既存の貿易関係や高水準の炭素価格などにより、CBAMから機会が生じる。
• カナダでは、排出量報告が義務付けられているのは年間1万トン以上排出する施設に限られて

いる。この基準に満たない企業がCBAM対象製品をEUに輸出する場合、特に中小企業には新
たな負担となり得る。

鉄鋼労働者連合
（USW）

2022年1月31日

• EUとの交渉においてカナダ政府が確保すべき課題として、以下の3点がある。
✓ EU域外製品の体化排出量に係るデフォルト値に、域外企業側から異議を申し立てることができるよう

にすること。また、カナダのカーボンプライシング制度を控除可能な制度とEUに認識してもらうこと
✓ 体化排出量の計算、ベンチマークの設定、二重保護の回避などの問題に関して、EUとの合意に向けて

取り組むこと
✓ カナダの炭素集約的かつ輸出依存が高い（EITE）企業がCBAM対応体制を整える上で必要な技術的支

援を講じること

➢ 自国で高い炭素価格を設定しているため、EU CBAMの影響は軽微、むしろ機会となり得るとの見解が示されている。

https://www.international.gc.ca/country_news-pays_nouvelles/2024-06-13-france.aspx?lang=eng
https://www.edc.ca/content/dam/edc/en/premium/guide/carbon-border-adjustment-impacts.pdf
https://usw.ca/wp-content/uploads/2022/04/2022.01.31-USW-Border-Carbon-Submission-Finance.pdf
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/2023/de3847ef38be1b89.html


➢ 現政権は、州毎に異なるカーボンプライシング制度の調和を図っていく方針。ただし詳細は明らかになっていない。

➢ カーニー首相率いる自由党の選挙公約”Canada Strong”における国内カーボンプライシングに関する言及：

カナダのカーボンプライシング制度の動向
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【カナダ】EU CBAMへの対応状況 (2/3)

出典：Liberal Party of Canada、“Canada Strong / Build”、n.d.
日本エネルギー経済研究所、「カナダ連邦政府のOBPS（Output Based Pricing System）」、2023年9月4日

「大規模排出事業者による炭素コスト支払いを確実にしつつ、カナダ産業の競争力を守る」

✓ 大規模排出事業者向けのアウトプットベース価格設定システム（OBPS）を改善し、州政府と積極的に連携する。これ
により、国内各州に所在する各炭素市場の調和と連携を図る。

✓ カナダの産業が排出量を削減しつつ、競争力を維持し、カナダがグローバル市場における新たな機会を活かすことがで
きる体制を整える。

※カナダ連邦政府の定めるOBPSは、規制対象各施設に対して、毎年の生産量に一定の排出原単位基準を乗じた上限排出量が設定される。上
限排出量を超過した場合、超過分について炭素価格を支払わなければならない。
炭素価格は2023年には65加ドル/tCO2だが、毎年15加ドルずつ上昇し、2030年には170加ドル/tCO2にまで引き上げられる予定。

https://liberal.ca/cstrong/build/#building-a-clean-economy
https://eneken.ieej.or.jp/data/11308.pdf


連邦OBPS

州/準州独自のOBPS

州/準州独自の排出量取引制度

州/準州独自の炭素税

アル
バータ州

ブリティッシュ
コロンビア州

サスカ
チュワン
州

マニトバ州

オンタリオ州

ケベック州

ユーコン
準州

ノース

ウエスト

準州

ヌナブト準州

プリン
スエド
ワード
島州

ニューファンド
ランド&ラブラ
ドール州

ニューブラン
ズウィック州

ノバスコ
シア州

➢ 現行法上では、各州/準州は、大規模排出事業者向け
のカーボンプライシングとしてどのような制度を導入
するか独自に決定できる。ただし、連邦政府の定める
基準（ベンチマーク）を満たさない制度である場合に
は、連邦OBPSが適用される。

➢ このため、州/準州毎にカーボンプライシング制度の
対象範囲や炭素価格が異なっている。

➢ カーニー首相は、連邦OBPSの改善及び各州間の炭素
市場の調和を目指している。これにより、独自のカー
ボンプライシング制度を運用している州は、連邦のベ
ンチマークとの整合性を高めるよう圧力を受けること
になる。州独自の炭素価格設定に対する連邦政府の統
制は、一部の州からの反発も招いている。

連邦と州/準州のカーボンプライシング制度
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【カナダ】EU CBAMへの対応状況 (3/3)

出典：Government of Canada、“Carbon pollution pricing systems across Canada”、n.d.
Canadian Climate Institute、“2024 Independent Assessment of Carbon Pricing Systems”、2025年3月
Canadian Climate Institute、“Carbon pricing and large-emitter trading systems in Canada”、2024年12月
Clear Blue Markets、“Mark Carney Wins Liberal Minority, Promising Clean Growth and Stability for Industrial Carbon Pricing”、2025年4月29日
Clear Blue Markets、“Canada‘s Carbon Markets: A Patchwork of Pricing Systems”、2025年4月7日
Financial Post、“What‘s next for carbon tax and why is Canadian industry worried?”、2025年4月25日

https://eneken.ieej.or.jp/data/11308.pdf
https://climateinstitute.ca/wp-content/uploads/2025/02/2024-Independent-expert-assessment-carbon-pricing.pdf
https://climateinstitute.ca/carbon-pricing-large-emitter-trading-systems-canada/
https://www.clearbluemarkets.com/knowledge-base/mark-carney-wins-liberal-minority-promising-clean-growth-and-stability-for-industrial-carbon-pricing
https://www.clearbluemarkets.com/knowledge-base/canadas-carbon-markets-a-patchwork-of-pricing-systems
https://financialpost.com/commodities/energy/what-is-next-for-carbon-tax-why-canadian-industry-worried


➢ 現政権は、カナダ版CBAMの導入を目指すことも明言。ただし詳細は明らかになっていない。

➢ カーニー首相率いる自由党の選挙公約”Canada Strong”におけるCBAMに関する言及：

2025年のカーニー首相/自由党の方針
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【カナダ】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (1/2)

出典：Liberal Party of Canada、“Building a Clean Economy and Tackling Climate Change”、n.d.
Liberal Party of Canada、“Canada Strong Fiscal and Costing Plan”、n.d.

「CBAMの構築により、貿易パートナーとの公正な競争を促進する」

✓ 信頼できるパートナーと協力し、カナダの産業にとっての公正性を確保し、気候変動対策に関するカナダと協力国との
経済面での連携を強化（better economically integrate Canada with allies）する。

✓ このアプローチは、カナダで最もエネルギー集約的で国際競争に晒されるセクターの競争力確保に重点を置き、鉄鋼や
アルミニウムなどの産業に従事するカナダ国民を保護する。

＜CBAMによる収入の計画値＞

（単位：百万加ドル）

https://liberal.ca/cstrong/build/#building-a-clean-economy
https://liberal.ca/wp-content/uploads/sites/292/2025/04/Canada_Strong_-_Fiscal_and_Costing_Plan.pdf


➢ カナダ政府は2020～2021年頃にも、カナダ版CBAMについて検討を行っていることを明らかにしていた。ただしそ
の後は、具体的な発表等はなされていなかった。

⚫ 2020年秋に、CBAMについて検討することを発表。2021年度の予算資料にも明記。

⚫ 2021年8月以降、各州/準州関係者や輸出入業者等を主対象として、以下3点に関してコンサルテーションを実施。

1. 環境面の効果

カナダ版CBAMを導入することで、気候/環境問題は改善されるか

2. 経済的負担

カナダ版CBAMはどのような経済的インパクトをもたらすか、そしてこれらのインパクトは各セクター・地域にどの
ように影響を及ぼすか

3. 国際協力と貿易関係

カナダ版CBAMはカナダの貿易関係にどのような影響を及ぼすか、また、CBAMに関して貿易パートナーとのどのよ
うな協力が求められるか

（参考）2020～2021年頃の政府動向
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【カナダ】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (2/2)

出典：Government of Canada、“Archived - Consultation on border carbon adjustments”、n.d.
Government of Canada、“Government launches consultations on border carbon adjustments”、2021年8月5日

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/consultations/2021/border-carbon-adjustments.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2021/08/government-launches-consultations-on-border-carbon-adjustments.html
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3-3．インドの動向



イベント 時期 内容

声明

COP28での声明 2023年11月25日
ブラジル、中国、インド、南アフリカは、「一方的な炭素国境税などは、WTOの多国
間ルールおよびパリ協定の原則と矛盾するものであり、各国の異なる状況を考慮すべ
き」と主張した。

BRICS外相会議 2025年4月29日
各国閣僚らは、環境上の懸念を口実とする、国際法に合致しない一方的・懲罰的・差
別的な措置（一方的かつ差別的な炭素国境調整メカニズム、デューデリジェンス要件、
課税など）を断固として拒否した。

インド商工相発言 2025年5月6日
ピユシュ・ゴヤル商工相は、EUや英国がインド製品に炭素関税を課す計画を進めた場
合、インドは報復関税を課すと述べた。

交渉

第1回EUインド貿易技
術評議会

2023年5月16日
両者は、世界貿易機関（WTO）に特に重点を置いて、世界及び多国間の貿易問題に対
処するとした。また、炭素国境措置への関与を強化することに合意した。

第2回EUインド貿易技
術評議会 / 欧州委員長
インド訪問

2025年2月28日
貿易と脱炭素化、特にEU CBAMの実施について、詳細な議論を行った。
フォンデアライエン欧州委員長とインドのモディ首相は、交渉中の自由貿易協定
（FTA）について年内締結を目指すことを合意した。

FTA交渉 11ラウンド 2025年5月12日 FTA交渉にてCBAM含む非関税障壁について協議を開始した。

CBAMに対するインド政府の見解
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【インド】EU CBAMへの対応状況 (1/3)

出典：EU、“First EU-India Trade and Technology Council focused on deepening strategic engagement on trade and technology”、2023年5月16日
COP28、“Basic Agenda Proposal”、2023年11月25日
EU、“Key outcomes of the second EU-India Trade and Technology Council”、2025年2月28日
Reuters、「インドとEU、年内のFTA締結目指すことで合意」、2025年2月28日
BRICS Brasil 2025、“Chair’s Statement of the Meeting of Ministers of Foreign Affairs/International Relations of BRICS Member Countries”、2025年4月29日
The Econoimic Times、“If EU, UK impose carbon tax, we’ll take retaliatory action: Piyush Goyal”、2025年5月7日

➢ インドはEU CBAMを批判し反対する声明を発表しつつも、２国間協議の場ではEU CBAMの適用についてEUとの交渉
を進めている。

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2728
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP28_BASIC-Agenda%20proposal.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/key-outcomes-second-eu-india-trade-and-technology-council
https://jp.reuters.com/world/europe/7DF6T5RADZPI3E2YAKNCQQI7K4-2025-02-28/
https://static.poder360.com.br/2025/04/Brics-foreign-ministers-meeting-Rio-2025-Presidency-Declaration.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/if-eu-uk-impose-carbon-tax-well-take-retaliatory-action-piyush-goyal/articleshow/120933859.cms


➢ 2023年に概要が発表されたカーボンクレジット取引制度（CCTS）は、①排出量取引制度（ETS）に相当するコンプラ
イアンスメカニズム、及び②対象企業以外が任意でカーボンクレジットを発行できるオフセットメカニズムを導入する。
特に①部分は、EU CBAMの控除対象となることも念頭に設計されている。
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【インド】EU CBAMへの対応状況 (2/3)

構成要素 概要

①コンプライアンス
メカニズム

• エネルギー集約型産業の事業者に対して、政府がGHG排出原単位目標（製品単位のGHG排出
目標）を設定する。

• 対象事業者は、定められた年度にGHG排出原単位目標を遵守する必要がある。
• 目標を達成できなかった事業者は、不足分のカーボンクレジット証書を購入する必要がある。

逆に、目標よりも良いGHG原単位となった事業者は、証書を発行することができる。

②オフセット
メカニズム

• コンプライアンスメカニズム対象外の事業者が、GHG排出量の削減、除去または回避を目的と
したプロジェクトを登録することができ、GHG排出量の削減、除去または回避分のカーボンク
レジット証書を発行することができる。

インドのカーボンプライシング制度 (1/2)

カーボンクレジット取引制度（Carbon Credit Trading Scheme: CCTS）の構成

出典：インド電力省、「S.O.2825(E)」、2023年1月28日
Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India、“Carbon Market”、n.d.
Ministry of Power, Government of India、“Detailed Procedure for Compliance Mechanism under CCTS”、2024年6月

＊ETSに相当

https://beeindia.gov.in/sites/default/files/CCTS.pdf
https://beeindia.gov.in/en/programmes/carbon-market
https://beeindia.gov.in/sites/default/files/Detailed%20Procedure%20for%20Compliance%20Mechanism.pdf


◆コンプライアンスメカニ
ズムの当初対象9業種 * の
うち4業種について、政府
が削減目標案を4月に通知。
6月までパブリックコメン
トを実施し、その後に目
標値を最終決定する

◆残る5業種の目標値作成時
期は未発表
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【インド】EU CBAMへの対応状況 (3/3)

出典： Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, Government of India、“Carbon Market”、n.d.
インド環境森林・気候変動省「G.S.R.234(E)」、2025年4月16日
India Council of World Affairs、“Dealing with CBAM: India‘s Emission Trading System”、2024年6月20日
International Carbon Action Partnership、“Indian Carbon Credit Trading Scheme”、n.d. 

コンプライアンスメカニズムの導入スケジュール

インドのカーボンプライシング制度 (2/2)

➢ 2026年以降のコンプライアンスメカニズム導入スケジュールは明確には発表されていないが、EU CBAMが2026～
2034年にかけて段階的に導入されることに歩調を合わせたスケジュールとなるとの情報がある。

2025年4～6月

◆コンプライアンス
メカニズムの実施
に係る通知の発行

2023年6月 2026年 2034年

* 当初対象9業種：
[削減目標案通知済] アルミニウム、クロールアルカリ、セメント、紙・パルプ
[削減目標案未通知] 肥料、鉄鋼、石油化学、石油精製、繊維

◆当初対象9業種につ
いて制度運用開始
見込み

◆コンプライアンス
メカニズムの完全
実施の見込み

◆コンプライアンスメカニズムの段階的
導入（対象業種拡大等）

◆【参考】 EU CBAMの段階的導入

2026～2034年

https://beeindia.gov.in/en/programmes/carbon-market
https://moef.gov.in/storage/tender/1745395105.pdf
https://www.icwa.in/show_content.php?lang=1&level=1&ls_id=10992&lid=6988
https://icapcarbonaction.com/en/ets/indian-carbon-credit-trading-scheme
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3-4．タイの動向



➢ タイは、WTOの直近の２つの委員会（Trade in GoodsとMarket Access）にて、EU CBAMはWTO、UNFCCCの原則
に適合していない可能性があるとして意見を表明している。

32

【タイ】EU CBAMへの対応状況 (1/4)

出典：WTO Trade Concerns Database、“European Union – Carbon Border Adjustment Mechanism (ID 148)”、 n.d.
WTO Trade Concerns Database、“European Union – Carbon Border Adjustment Mechanism (ID 69)”、n.d.

EU CBAMに対するタイ政府の見解

➢ Council for Trade in Goods - Formal meeting of 2 July 2024 ➢ Committee on Market Access - Formal meeting of 25-26 March 2024 

✓ WTO、UNFCCCの下での国際的なルールと原則が守られることが重要
✓ EU CBAMは、最恵国待遇および内国民待遇の原則、関税の拘束、数量

制限、GATT 1994の第XX条に基づく一般的例外、WTOの下での原則、
国連気候変動枠組条約の共通だが差異のある責任の原則と矛盾する可能
性があることを懸念

✓ CBAMはGHG排出に関連するデータ収集と準備に関する技術的かつ複雑
な負担、機密ビジネス情報の開示要求、EU認定の検証者を使用する際
のコストと不便さ、炭素税以外の原産国のGHG削減政策の不受け入れな
ど、いくつかの要因により、世界的な貿易緊張を引き起こし、国際貿易
コミュニティを混乱させる可能性があり

✓ 気候変動と戦うために講じられる措置、特に一方的な措置が、国際貿易
に対する恣意的または不当な差別や隠れた制限を構成しないべきである
と述べたUNFCCC枠組条約の第3.5条の重要性を強調

✓ EU CBAMはWTOのルールおよびUNFCCCの原則と適合するかどうかは疑問
✓ 第一にパリ協定およびUNFCCCに明記された「共通だが差異のある責任とそれ

ぞれの能力」の原則を無視。CBAMは歴史的な炭素排出を無視し、メンバーの
異なる経済的、社会的、発展的側面を考慮に入れず、最も懸念されるのは、EU
の貿易相手国に対して一方的に決定された排出削減政策やアプローチを押し付
けることで、メンバーの主権的な決定を軽視

✓ 第二に最恵国待遇原則との不一致のリスク。異なるメンバーの異なる非製品関
連プロセス、製造方法、または排出削減スキームに基づいて同様の製品を差別
している可能性あり

✓ 第三に内国民待遇原則との不一致のリスク。EUの排出取引スキームとは異なる
排出削減スキームを持つメンバー国の製品が、EUで製造された同様の製品に比
べて不利な立場に置かれる可能性あり

✓ 輸出国の信頼できるデータが特定の商品のために適用できない場合、輸入に課
せられる料金のデフォルト値は、その種類の商品の最もパフォーマンスが悪い
EUの施設の平均排出強度に基づくため、輸入品はEU製品に対してさらに不利な
立場に置かれる可能性あり

https://tradeconcerns.wto.org/en/stcs/details?imsId=148&domainId=CTG&searchTerm=Carbon%20Border%20Adjustment%20Mechanism%20%28ID%20148
https://tradeconcerns.wto.org/en/stcs/details?imsId=69&domainId=CMA&searchTerm=CBAM


➢ 他方で、タイはEU CBAMへの対応も視野に、ETS及び炭素税の導入を目指
しており、現在検討が進められている気候変動法案において関連規定が組み
込まれている。
（本法案では、タイ版CBAMの導入についても第9章で規定。詳細後述）

✓ 気候変動法案（全14章、202条）は、以下の5点を目的としている。

1. 低炭素経済・社会への移行を通じて、タイ王国における気候変動問
題を包括的に管理する

2. 気候変動への適応力を強化し影響に対応する体制と環境を整備する

3. 国内の統合的な取組みにより、地球規模の気候変動がもたらす影響
を予防・軽減する

4. 国際的約束に基づく影響を最小限にとどめ、天然資源・環境保全お
よび国民の健康と安全を確保する

5. 公平性・公正性・国家競争力を考慮しつつ、カーボンニュートラル
およびネットゼロ排出を柱とする持続可能な経済発展を促進する

炭素税・ETSの導入 (1/2)
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【タイ】EU CBAMへの対応状況 (2/4)

出典：いずれもタイ語を機械翻訳して内容確認。
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案」、2025年2月18日
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案の本質まとめ」、2025年2月18日
タイ財務省 物品税局、「炭素税」、2024年9月27日

第1章 総章

第2章 タイの気候変動行動目標

第3章 国家気候変動政策委員会

第4章 気候基金

第5章 国家気候変動対応マスタープラン

第6章 温室効果ガス情報、国家温室効果ガス勘定

第7章 温室効果ガスの削減

第8章 温室効果ガス排出権取引制度

第9章 国境炭素価格調整メカニズム

第10章 炭素税

第11章 カーボンクレジット

第12章 気候変動への適応

第13章 気候変動及び環境に配慮した
経済活動のタクソノミー基準

気候変動法案の構成

第14章 罰則

経過措置

https://www.dcce.go.th/datacenter/3345/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B-2/
https://www.dcce.go.th/datacenter/3350/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3/
https://newweb.excise.go.th/carbon-tax


➢ 加えて、気候変動対策のため2023年度から実施している”Ease Excise”戦略の下、気候変動法の成立前であっても現行
法の範囲内で実行可能なカーボンプライシング措置も講じている。

✓ 2025年1月21日、「カーボンプライシングメカニズム」の導入に関する規則が閣議決定された。これにより、石油
製品に対する物品税の一部がカーボンプライシング課税に置き換えられることとなった（税額の合計に変更はなく、
燃料価格の上昇には繋がらないとされている）。

✓ 本課税は、気候変動法が施行され次第、同法に基づく炭素税に置き換えられるとみられる。

➢ カーボンプライシングメカニズム規則及び気候変動法におけるこれらの措置は、CBAMへの対応を念頭に置いたもので
あることが政府関係者により明言されている。

炭素税・ETSの導入 (2/2)
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【タイ】EU CBAMへの対応状況 (3/4)

出典：JETRO、「タイ財務省、「炭素税」の役割の価格調整メカニズム導入へ」、2025年1月27日
Bangkok Post、”Thai cabinet approves carbon tax”、2025年1月21日
タイ財務省 物品税局、「炭素税」、2024年9月27日 ※タイ語を機械翻訳して内容確認。

発言者 時期 内容

Paopoom
Rojanasakul
財務副大臣

2025年1月21日
カーボンプライシングメカニズム規則は、環境影響の回避を目的とする国際貿易交渉に貢献する
ことを意図している。

財務省 物品税局 2024年9月27日
タイにおける義務的なカーボンプライシング制度の導入は、CBAMへの備えとなる。これにより
政府は、環境への影響を考慮した新たなルールの下での国際貿易交渉を行うことができるように
なる。

https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/01/9c1ac27a5e1f76d7.html
https://www.bangkokpost.com/business/general/2944335/thai-cabinet-approves-carbon-tax
https://newweb.excise.go.th/carbon-tax


➢ 気候変動法案は2024年2月に第1版*1が公開され、第1次パブコメを経てタイ版CBAMの条文が追加された第2版*2が
2024年11月に公開された。現在は第2次パブコメを反映させた調整稿を、国家気候変動委員会が承認した段階である。

➢ 天然資源・環境省 気候変動・環境局のピルン局長*3は2025年3月26日に「同法案は現在、“4章 気候基金”について財
務省中央会計局が審査している段階。2025年4月中に内閣の審議に付される見込み」と正式にコメントした。

注：ただし4月30日時点で、内閣での審議が開始されたという情報は公開されていない。

（参考）気候変動法案の審議状況
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【タイ】EU CBAMへの対応状況 (4/4)

出典：いずれもタイ語を機械翻訳して内容確認。
*1 気候変動法案 第1版、原本は確認できず
*2 法令委員会、「気候変動法案」、2024年11月
*3 タイ天然然資源環境政策計画局、「2025年3月26日 ピルン博士は、温室効果ガス削減対策を支援するため、今年4月に「地球温暖化対策法案」を閣議に提出しようと急いでいる」、2025年3月26日
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案」、2025年2月18日
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案の本質まとめ」、2025年2月18日
NBT Connext、「国家気候変動委員会が気候変動法案を承認」、2024年12月20日

➢ 2024年11月 気候変動法案第2版（202条）開示＆第2次パブコメ募集

➢ 2024年12月 第2次パブコメを反映させた調整稿（202条）を国家気候変動委員会が承認済

➢ 2025年 4月～  内閣にて審議予定

➢ 2024年  2月    気候変動法案第1版（169条）開示＆第1次パブコメ募集

➢ 2024年12月～ 財務省中央会計局にて4章の気候基金について審査中

注：一般的にタイにおける法制化は、内閣にて審議/閣議決定→法制委員会審議/承認→下院審議/承認→上院審議/承認→交付/施行の順となる。

https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDU5OURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=
https://www.onep.go.th/26-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2568-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99/?utm_source=chatgpt.com
https://www.dcce.go.th/datacenter/3345/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B-2/
https://www.dcce.go.th/datacenter/3350/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3/
https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/774048/?bid=1&utm_source=chatgpt.com


➢ 気候変動法案におけるタイ版CBAM関連条文は100-117条、192条、202条である。その内容は大枠を定めるのみの
ため、対象製品などの詳細は別途省令にて対応することになる。

気候変動法案におけるタイ版CBAMの概要

36

【タイ】自国におけるカーボンリーケージ対策状況

第9章 国境炭素価格調整メカニズム

第1部 監督体制(100-101条）

第2部 登録と報告(102-110条）

第3部 明書の購入と減免(111-114条）

第4部 通関条件(115-116条）

第5部 不服申し立て(117条）

環境気候変動局は委員会の監督下で、CBAM の登録簿・会計・データシステムを整備し、関係機関の能力強化や助言を
行う。

省令で指定された輸入品の輸入業者は、事前登録し、各品目の 製造段階における温室効果ガス排出量を毎年報告する
義務を負う。

輸入業者は報告排出量と同量の炭素価格調整証書を購入/提出する。価格は①当該年度の ETS 競売による平均排出枠価
格、②ETS 無償枠の割合を基に算定。生産国で既に炭素価格を支払っている場合は、省令基準に従い控除を申請できる。

CBAM 登録が完了していなければ、税関保管区域から輸入品を搬出できない。税関は輸入量・原産国等のデータを局へ
提供する義務を負う。

登録取消しや証書数量の決定に不服がある輸入業者は、所定期間内に総局長へ異議申立てが可能。

第14章 罰則、経過規定

経過措置(202条）

炭素価格調整証明書の価格を支払わない者は、軽犯罪の罪を犯したことになり、500万バーツ以下または、当該行為か
ら得た利益の3倍のいずれか高い方を支払う。

制度開始から最初の2年間は輸入者の炭素価格調整証明書の支払義務を免除し、負担を緩和する。

罰則(192条）

出典：いずれもタイ語を機械翻訳して内容確認。
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案」、2025年2月18日
タイ天然資源・環境省 気候変動環境局、「気候変動法案の本質まとめ」、2025年2月18日

https://www.dcce.go.th/datacenter/3345/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B-2/
https://www.dcce.go.th/datacenter/3350/%E0%B8%9E-%E0%B8%A3-%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3/
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3-5．台湾の動向



➢ 台湾の環境部は、2025年に代表団を組織して、業界、環境団体、専門家、学者をヨーロッパに招待して交流と研究を行
い、各界のカーボンプライシングに対する正しい理解と専門知識の基礎を構築し、将来、排出量取引パッケージを開発
する際の十分な議論を促進し、関連する法律と規制を成功裏に完成させ、実施する予定。

➢ 環境部は、2024年9月のEU訪問の際に、台湾の炭素税により控除できるEU CBAM証書の量も確認したと述べた。ただ
し、控除の具体的な内容は2025年半ばにEUが公表する関連規定を参照する必要があるとしている。
（炭素税に関しては、2024年8月に3つの関連法令を公表済。制度の詳細は次ページ参照）

➢ また、2028年までに排出量取引を開始する予定。

EU CBAMへの対応状況
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【台湾】EU CBAMへの対応状況 (1/3)

出典：環境部、「台湾のカーボンプライシングは国際にリンクし、CBAMに対応するため環境部は業界をリードする」、2024年9月18日
環境部、「炭素税導入、カーボンプライシング時代へ」、2024年10月11日

https://enews.moenv.gov.tw/Page/3B3C62C78849F32F/9f6c0e86-f2f0-4ae6-b652-56838813ebf1
https://service.cca.gov.tw/File/Get/cca/zh-tw/oOC06indxnu6vqt


➢ EU CBAMへの対応も視野に、2025年に炭素税が導入された。

炭素税の概要
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【台湾】EU CBAMへの対応状況 (2/3)

出典：環境部、「炭素税導入、カーボンプライシング時代へ」、2024年10月11日

項目 内容

対象
• 年間25,000tCO2e以上を排出している電力・ガス・製造業事業者。
• 約281社（うち141社が上場企業）が課税対象となり、台湾の排出量の約54%（約155百万

tCO2e）をカバーする見込み。

導入スケジュール
• 2025年5月～：申告の試行開始（ただし納税は不要） 
• 2026年5月～：2025年の排出量と適用税率に基づく納税の開始

課税額の算定方法 • 年間排出量と炭素税率に基づき算定。（詳細次ページ）

EU CBAMとの関係
• 台湾で支払われた炭素税は、CBAMでの控除対象となるとされている。ただし、具体的な控

除内容についてはEUが今後公表する関連規定を参照する必要がある。

https://service.cca.gov.tw/File/Get/cca/zh-tw/oOC06indxnu6vqt


炭素税額の算定方法
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【台湾】EU CBAMへの対応状況 (3/3)

対象事業者

自主的排出削減計画
を提出しない

指定目標を達成でき
る自主的排出削減計
画を提出する

低カーボンリーケー
ジリスク事業者

高カーボンリーケー
ジリスク事業者
※審査により認定される

炭素税額 ＝［年間排出量 － K値 *1］× 一般税率

炭素税額 ＝［年間排出量 － K値 *1］× 優遇税率AまたはB *2

炭素税額 ＝ 年間排出量 × 排出量調整係数 × 優遇税率AまたはB *2

第一期：0.2
第二期：0.4
第三期：0.6 *3

（注）
*1：第一期におけるK値（不課税排出量）は25,000トンで、今後段階的に調整される
*2：優遇税率A・Bのいずれが適用されるかは、排出削減度合いに応じて決定される
*3：各期の具体的な年限は不明。
*4：各税率は2年毎に見直される予定

出典：環境部、「炭素税導入、カーボンプライシング時代へ」、2024年10月11日

＜税率表＞*4 

優遇税率A：  50台湾ドル/トン
優遇税率B：100台湾ドル/トン
一般税率  ：300台湾ドル/トン

https://service.cca.gov.tw/File/Get/cca/zh-tw/oOC06indxnu6vqt


➢ 国内産業の競争力確保を目的として、台湾版CBAMを立ち上げる予定。最短で2025年5月から業界団体座談会及び有識
者検討会を開催し、メカニズムの設計に向けて意見を収集する。

台湾版CBAMの立ち上げに関する動向
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【台湾】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (1/3)

出典：国家気候変動対策委員会、「第四回委員会議 報告事項その二：臨機応変 GXの契機を把握する」、2025年4月24日
経済日報、「環境部が台湾版CBAMを推進し来月座談会を開催する」、2025年4月22日
工商時報、「彭啟明：台湾版CBAMはEUに合わせる」、2025年３月31日
今週刊ESG永続台湾、「台湾版CBAMの試行は最短で年末から！炭素集約型の輸入品が管制に、鉄鋼、セメント業者が事前に対策する必要あり」2025年2月18日

対象事業者 EUを参考にCBAM 認定申告者（Authorized CBAM Declarant）を設定する予定。

対象製品 鉄鋼、セメント、ガラスなどの炭素集約型製品（特に東南アジアからの輸入品に着目する）

価格設定 2025年導入の炭素税と連携させることを検討中。「気候変動対応法」の改正が必要となる可能性もあり。

開始時期
最短で2025年年末に開始とされている。まず第一段階として、製品の炭素排出量の申告から開始する。
（「EU CBAMが今年7月または8月に正式文書を発表した場合、台湾もすぐに追随し、早ければ今年末まで
に立法プロセスを完了すると予想される」との報道あり）

https://www.president.gov.tw/page/714#section1
https://money.udn.com/money/story/7307/8689538
https://www.ctee.com.tw/news/20250331700075-439901
https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/190807/post/202502180036


台湾版CBAMの立ち上げに関わる主な発言
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【台湾】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (2/3)

出典：国家気候変動対策委員会、「臨機応変 GXの契機を把握する」、2025年4月24日
環境部、“Special report on ‘Assessment of the Impact of Taiwan’s Carbon Fee Collection Mechanism on Industries and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Promotion Plan’”、2024年8月23日
中央廣播電台、「台湾版CBAM来年開始、環境部：製品の炭素含有量申請から始める」、2024年10月23日
中時新聞網、「台湾版CBAMを推進 炭素集約型産業の海外移転は不要 来年から炭素含有量の報告が求められる」、2024年10月24日
Taipei Times、“Carbon tariff bill could come this year: minister”、2025年2月18日
日本台湾交流協会、「台湾当局や企業におけるCBAM対策を中心とした気候変動対策の対応に関する調査」、2025年2月

2024年10月

環境副大臣
発言

• 2025年に台湾版CBAMを立ち上げる予定。まずは鉄鋼やセメント等のカーボンリーケージリスクの高い
産業を対象に、炭素強度の報告を義務付けるところから始める。

• EU CBAMが2026年に有料化されても、EU域内製造業向けの無償割当枠が残っているため、最初の3～4
年間は影響は大きくない。

2025年2月

環境大臣
発言

• CBAM導入法案は、EUの公式文書の発表に合わせて、早ければ今年後半にも作成される見込み。

• CBAMはWTOの規制を受ける貿易プロセスであるため、台湾は自らのCBAM制度についてWTOの承認を
求める（apply to the WTO for approval）必要がある。

2025年4月

国家気候変動
対策委員会

資料

• 炭素税対象企業が国内で合理的な競争優位性を持ち、海外からの高炭素排出製品の輸入による不当な競争
に苦しむことがないように、台湾版CBAMを推進する。

• 環境部は関係省庁および業界団体を招集し、カーボンリーケージ度合いの大きい製品（鉄鋼、セメントな
ど）の炭素強度の報告の試行について協議・計画する。

http://C:/Users/CP227QM/Downloads/381a5a5c-d23c-489d-8184-f14fb2d7d3e5.pdf
https://service.cca.gov.tw/File/Get/cca/zh-tw/fCxn5qaGNQEabkU
https://jp.rti.org.tw/news/view/id/100483
https://www.chinatimes.com/newspapers/20241024000226-260202?chdtv
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2025/02/18/2003832067
https://www.koryu.or.jp/Portals/0/tokyo/2025/04/0410/report202502.pdf
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【台湾】自国におけるカーボンリーケージ対策状況 (3/3)

出典：中時新聞網、「台湾版CBAMが来た？環境部長彭啟明：来年からセメント、鉄鋼はのカーボンフットプリントを報告する必要あり」、2024年10月7日
中時新聞網、「台湾版CBAM、鉄鋼、セメントにフォーカス」、2025年2月18日
ESG TIMES、「台湾版CBAM政策研究会：世界のカーボンプライシングチャレンジに応じて産業の持続可能トランスミッションを推進する」、2025年1月24日

台湾セメント
（セメント最大手）

• 炭素税制度には台湾版CBAMを併用する必要がある。そうでなければ、輸入品に炭素コストの支払い義
務が課せられず、業界は破滅するだろう。（2024年10月報道）

• サプライチェーン排出量の管理が世界的なトレンドになっている今、政府が政策を通じて国外のサプラ
イヤーに排出情報を求めるならば、国内企業のグローバルサプライチェーンにおける排出量管理の負担
軽減に繋がる。（2025年2月報道）

中国鋼鉄
（鉄鋼最大手）

• CBAMを推進することは、国外の低価格・高排出量の製品によるダンピングやカーボンリーケージを避
けるためにはプラスの意味を持つ。（2025年2月報道）

中華民国全国工業総会
（台湾最大の商工団体）

• 2025年中にカーボンプライシング対策チームを設置し、各業界の合意形成を促進する。公正な国際競争
のため、国内のカーボンプライシング制度を設計すると同時に、台湾版CBAMを推進していくべきであ
る。（2025年1月報道）

国立精華大学
范建得教授

• 気候変動対応法第31条では既に、輸入品に対して排出量に応じた料金を徴収する仕組みと法的権限につ
いて規定されている。しかし、炭素税がある中で台湾版CBAMを推進することは、産業界に法律順守の
大きな負担をかけることになる。そのため、現段階において台湾版CBAMを導入すべきかについては慎重
な評価が必要である。（2025年1月報道）

行政院経済貿易交渉室
副首席交渉代表

• CBAMを実施する場合は、手続きの透明性を重視し、第三者検証の実施に係る貿易障壁を回避するなど、
他国の利害関係者が懸念する問題を考慮すべきである。（2025年1月報道）

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20241007001676-260405?chdtv
https://www.chinatimes.com/newspapers/20250218000444-260114?chdtv
https://esgtimes.com.tw/11215-2/
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3-6．韓国の動向
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【韓国】EU CBAMへの対応状況 (1/2)

出典：カーボンニュートラルとグリーン成長委員会、「移行期間を経て26年から実施予定の欧州連合(EU)の炭素国境調整システム(CBAM)法案の最終承認」、2023年４月26日
カーボンニュートラルとグリーン成長委員会、「（産業通商資源部）韓国とEUの貿易大臣が自由貿易協定の実施検査や炭素国境調整制度など主要な懸案事項を議論」、2023年11月1日
外交部、「第21回韓EU合同委員会」、2025年5月8日

EU CBAMに関する韓国・EU間の協議状況

発言者 時期 内容

産業通商資源部
通商交渉本部長

2022年12月

欧州委員会及び欧州議会の関係者と面談し、EU CBAMが韓国の輸出業者に対して差別的に適用
されないよう要請。また、WTOやFTAなどの国際貿易規範に適合した制度を整備すべきだとの立
場を伝えた。

（産業通商資源部通商交渉本部長のEU訪問時）

産業通商資源部
通商交渉本部長

2023年10月

EUの上級副委員長（貿易担当）と面談し、CBAM等に関する韓国政府及び産業界の立場を説明。
韓国・EU間の貿易・投資への影響の最小化のために積極的に協力するよう要請した。

（第11回韓国・EU 自由貿易協定（FTA）貿易委員会）

外務副大臣 2025年5月

欧州対外活動庁アジア太平洋局総局長と面談し、CBAMに関して、韓国企業に公正な競争が保証
されるよう要請した。

（第21回韓国・EU合同委員会）

➢ EU CBAMに関する韓国・EU間の交渉内容は詳しく報じられていないものの、韓国政府は各種の会合において、韓国企
業にとって公正な競争の場を確保するようEUに対して繰り返し要請している。

https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=1528&page=41&searchCategory=&searchType=&searchWord=&menuLevel=2&menuNo=73
https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=2515&page=8&searchCategory=&searchType=&searchWord=&menuLevel=2&menuNo=92
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=376066
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【韓国】EU CBAMへの対応状況 (2/2)

出典：企画財政部、「EUカーボンボーダー調整システム準備と今後の対応方向性」、2023年10月16日
環境省、「EU炭素国境調整スキーム(CBAM)移行期間実施ガイドライン」、2023年10月17日
カーボンニュートラルとグリーン成長委員会、「炭素国境調整制度(CBAM)に関する政府支援事業の概要」、2025年3月14日
カーボンニュートラルとグリーン成長委員会、「CBAMへの対応として、排出量の計測・報告・検証コンサルティングの支援を開始しました」、2025年2月20日

EU CBAMに関する韓国国内での対応状況

分類 時期 内容

省庁横断タスク
フォースの運営

2023年2月～
CBAM対応のための省庁横断タスクフォースを2023年2月に立ち上げ、各省庁の対応状況の点
検・調整や、業界支援戦略の策定を実施。

解説書の公表
2023年10月～

2024年6月
「EU CBAM 移行期間における実施ガイドライン」や、EU CBAM対象産品毎の解説書を順次作
成・公表。

セミナー等の実施 随時

企業向けのCBAM対応セミナーを実施している。2025年は以下の要領で6回開催予定。

• 日程：[概要セミナー] 2025年3月、5月、9月 / [詳細セミナー] 2025年7月、10月、12月

• 主催：産業通商資源部、環境部、中小企業・スタートアップ部、関税庁

• 目的：中小企業向けの政府による排出量算定コンサルティングサービスなどの支援策を紹介
し、EUオムニバス簡素化パッケージのCBAM関連事項についても解説する

個別支援対応 随時

中小企業・スタートアップ部は、CBAM対応のための中小企業支援を実施。2024年度は110社、
2025年度は185社を対象とする。

CBAM対象6産品のうち1つ以上を輸出する企業は、製品レベルの排出量の算定や輸入業者への報
告に関してコンサルティングサービスを受けることができる。

➢ また、国内においては、CBAM対応が必要となる企業に対して各種の支援を提供している。

https://www.moef.go.kr/synapView/doc.html?fn=20231016153022_12DC632B-FCF5-4FD4-92B4-BBDC9DED1AA6.hwpx&rs=/upload/synap
https://www.me.go.kr/home/web/policy_data/read.do?menuId=10262&seq=8152
https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=5074&page=1
https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=4917&menuLevel=2&menuNo=92


➢ 韓国においては、CBAM導入の検討などは具体化していないとみられる。

➢ その他のカーボンリーケージ対策として、韓国ETSにおいて、カーボンリーケージリスクが高い部門に対しては排出枠
の全量を無償割当していることが挙げられる。

韓国ETSにおけるカーボンリーケージ対策
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【韓国】自国におけるカーボンリーケージ対策状況

出典：カーボンニュートラルとグリーン成長委員会、「今後10年間の排出量取引制度の青写真が確定し、温室効果ガスを削減して企業の炭素競争力を推進」、2024年12月31日
International Carbon Action Partnership、“Korea Emissions Trading System (K-ETS)”、n.d.
内閣官房GX実行推進室、「排出量取引制度の本格稼働に向けた検討の方向性」、2024年9月3日

無償割当 
100%

無償割当
97%

有償割当 3%

無償割当 
90%

第2フェーズ
（2018-20年）

第1フェーズ
（2015-17年）

第3フェーズ
（2021-25年）

カーボンリーケージリス
クが低い部門

カーボンリーケージリス
クが高い部門

= 炭素集約的かつ輸出依
存が高い（EITE）部門

無償割当
100%

無償割当 
100%

無償割当 
100%

※韓国ETSの開始当初は、排出枠の100％が無
償割当されていたが、徐々に有償割当の割合が
増加。今後も有償割当割合をさらに増加させて
いく計画。

※EITE部門に関しては、現在の第3フェーズに
おいても排出枠の100％が無償割当。ただし、
第4フェーズ以降の扱いについては未公表。

有償割当 10％

https://www.2050cnc.go.kr/base/board/read?boardManagementNo=43&boardNo=4457&menuLevel=2&menuNo=92
https://icapcarbonaction.com/en/ets/korea-emissions-trading-system-k-ets
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/carbon_pricing_wg/dai1/siryou3.pdf
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